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 １）中央地域 

 

  ■景観の特性と課題 

 

○蔵王山を中心とした稜線や芦田川右岸の草戸山から熊

ヶ峰への山並みが，市街地の背景となるみどりをなし

ています。また，石槌山などの稜線が地域西側の背景

となっています。 

 

○芦田川の流れが河川軸として大きく横たわり，市街地

には蓮池川や道三川などの流れが潤いをもたらしてい

ます。また，沿岸部からは瀬戸内海を眺望することが

できます。 

 

○福山駅を中心とする中心市街地では，にぎわいや楽し

さの創出が求められています。また，国道２号など幹

線道路の沿道にも，商業・サービス施設の立地が進ん

でおり，快適な沿道の景観づくりが求められています。 

 

○本市のシンボルである福山城を中心として，その周辺

にはふくやま美術館や広島県立歴史博物館などの文化

施設が集積しており，市街地に残るみどりと一体とな

って，自然や歴史・文化が感じられます。しかし，近

年，その周辺に高層建築物が増加しており，その状況

は今後益々加速することが想定され，福山城のシンボ

ル性が損なわれることが懸念されます。また，地域内

には明王院や往時をしのばせる石碑なども残る西国海

道（旧山陽道）もあり，歴史を身近に感じることがで

きます。 

 

○中央公園やばら公園，緑町公園をはじめとする公園が

まちに潤いを与えるとともに，福山市庁舎，リーデン

ローズ（ふくやま芸術文化ホール），まなびの館ローズ

コム（福山市中央図書館，福山市生涯学習プラザ）な

どの公共施設は，地域のランドマークとなっています。 

 

  ■まちづくりの方針（都市マスタープラン） 

 

 中国・四国地方の拠点都市にふさわしい拠点性と求心力を備えた中心市街地と，快適・利

便性に優れた居住環境の整った地域づくりをめざします。 
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※第２章については，改定するページのみ掲載し，改定部分にアンダーラインを引いています。 
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中中央央地地域域でで共共有有すするる景景観観づづくくりりのの方方針針  

 

  ■具体的な景観づくりの方針 

 

 多様な自然を身近に感じられる景観づくり ～「みどり」・「水」を守る～ 

○蔵王山や石槌山，草戸山から熊ヶ峰への山並みなど，市街地の

背景となるみどりを保全し，豊かな自然を感じられる景観をめ

ざします。 

○市街地内の河川や水路の周辺では，潤いを生かして周囲のまち

並みと調和した景観をめざします。また，芦田川などの河川空

間やため池周辺については，水辺の自然地や水生動植物の保全・保護，親水機能の向上・

創出などにより，潤いのある水辺の景観をめざします。 

 

 まちの潤いやにぎわい，活力を感じる景観づくり ～「にぎわいの核と軸」を演出する～ 

○福山駅周辺では，駅北側の歴史・文化的特性と調和を図りつつ，

活力ある現代的な都市整備を進め，中国・四国地方の拠点都市

にふさわしい風格とにぎわいが感じられる景観をめざします。 

○福山市庁舎やまなびの館ローズコム（福山市中央図書館，福山

市生涯学習プラザ）などの公共施設，ばら公園や中央公園など

の公園，道三川や商店街などのまち並みを活用し，まちを歩く

楽しさが感じられる魅力的な景観をめざします。 

○国道２号や国道３１３号などの市街地の幹線道路沿いでは，緑

化の促進や屋外広告物などの景観を整えるよう取り組み，潤い

やにぎわい，活力が感じられる快適な景観をめざします。 

○住宅地などでは，周囲と調和した落ち着きのある景観の誘導に

努めます。また，開発地については緑化を促進し，潤いある景

観をめざします。 

 

 貴重な歴史・文化を次世代に引き継ぐ景観づくり ～「心に残る眺め」を大切にする～ 

○福山城周辺や明王院周辺などの歴史・文化的景観資源を有効活

用するとともに，周辺に残る貴重な風致を保全し，市民の誇り

となる特徴的な景観をめざします。 

 

 

●福山駅周辺では，歴史・文化的特性と調和を図りつつ，活力が感じられる現代的で風格あ

る都市景観をめざします。 

●福山城周辺では，歴史・文化的資源を有効活用するとともに，建築物等の高さ制限を行い，

福山城のシンボル性を維持しつつ，都心部に残る貴重な風致を保全することで，市民が誇

れる景観を目指します。 

●芦田川などの水辺やばら公園，緑町公園などのばらを生かした，潤いある市街地の景観を

めざします。 
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第３章 

景観づくりに向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 協働による景観づくり 

２ 景観づくりの施策 

３ 良好な景観づくりのための行為の制限 

４ 景観形成地区の基本的な方針 

５ 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 

６ その他の良好な景観づくり 

７ （仮称）福山城周辺景観地区 
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７ （仮称）福山城周辺景観地区 

（１）福山城周辺を取り巻く状況と課題  

福山城郭内に駅があり，新幹線ホームや駅前広場などから天守が見えることが，市民の誇

りであり，それが本市のシンボルでもありましたが，近年，福山城に近接して高層建築物が

建設され，そのシンボル性が低下しています。 

人口減少等に伴う地価の下落によりマンション等の取得が容易になったことに加え，高齢

化の進展による移動の容易性の観点から，新幹線「のぞみ」も停まる福山駅を中心とした公

共交通網の結節点であり，高次都市機能が集積して利便性の高い中心市街地への注目度が高

まっています。このような中，福山駅前再生の取組や築城４００年に向けた取組による環境

整備の期待から，今後更に福山城周辺へ高層建築物が建築される可能性が高まっています。 

こうしたことから，２０２２年（平成３４年）の福山城築城４００年に向け，福山城周辺

の建築物等の高さ制限を行う必要があります。 

 

 

（２）目指すべき景観 

福山城は，１６２２年（元和８年）８月２８日に水野勝成が築城して以来，本市のまちづ

くりの中心となってきました。しかし，１９４５年（昭和２０年）８月８日の福山大空襲で

天守は焼失しており，現在の天守は，福山市市制施行５０周年記念事業として再建されたも

のです。 

そのため，本市は，福山城が将来にわたり本市のシンボルとして，まちづくりの中心であ

り続けられるよう，２０１８年（平成３０年）８月２８日に天守を景観重要建造物に指定し

ました。 

今後は，福山城周辺の建築物等に対して高さ制限を設けることで，長い時間をかけて，市

民と行政が力を合わせて築城当時，天守の背景に広がっていた青い空を復元しようとするも

のです。 
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（３）対象地区 

福山城は内堀と外堀をもち，当時１０万石の領主の城としては壮大な城郭でした。また，

城郭の北側には神社仏閣が立地していました。 

本市は，１９３９年（昭和１４年）に，福山城公園とその北側に広がる神社仏閣群を含む

一体の緑地帯を「福山城跡風致地区」に指定し，１９７０年（昭和４５年）から，条例によ

り建築物の高さを１５ｍ以下に制限してきました。 

こうした，歴史的な経過と外堀の配置から，外堀の１街区外側を「内エリア」，さらにその

外側で，西側にあっては風致地区の西端に沿って走る街路まで，東側にあっては，本町，城

見町の町境までを「外エリア」とし，天守を中心としたすり鉢状の高さ制限を設けます。 

なお，新幹線高架から南側の地域については，現在，駅前再生の取組が行われており，エ

リア価値向上に資する様々な手法の検討が望まれる地域であることから，福山城を中心とし

た高さ制限の適用はしないものとします。 

 

 

（４）高さの制限の設定 

「内エリア」については，福山城天守基台の石垣頂部の地上高２３ｍを建築物等の高さの

上限とします。また，「外エリア」については，建築基準法及び消防法上の制限が厳しくなる

高さ３１ｍを上限とします。 

なお，建築物等の高さは，地盤面からの高さとし，塔屋を含むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

※福山城跡風致地区には，すでに，建築物の高さが１５ｍ以下であること等の制限を設けているため，

対象地区には含みません。 
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（５）景観地区の概要 

景観地区とは，市町村が，都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域について，市

街地の良好な景観の形成を図るため，都市計画として定める地区です。 

 

１）景観計画区域と景観地区の違い 

 景観計画区域 景観地区 

根拠法 景観法 

都市計画法 

（景観法により規定） 

目的 

届出・勧告による緩やかな規制誘導を行

う 

建築物等の形態や規模を規制すること

で，積極的に良好な景観の形成を行う 

特徴 

・必要な場合には，条例で定めた一定の

事項について変更命令が可能 

・景観計画区域内において，地区を区分

して，それぞれに基準を定めることも

可能 

・届出対象行為については，景観行政団

体が条例で制定 

・建築物等の形態や色彩その他の意匠

等，主観がかかる事項については市町

村長が認定 

・建築物の高さや壁面の位置，敷地面積

の最低限度等，数値判断が可能な事項

については建築確認で担保 

・土地の形質の変更などは条例で規制 

区域設定 

景観計画で区域設定 ・都市計画区域・準都市計画区域内にお

いては都市計画により区域設定 

・それ以外の区域においてはこれに準ず

る手続きにより準景観地区を設定 

 ※景観計画区域は，行政区域内の土地全体（第２章参照。）を対象としています。景観地区

は，その中でも特に良好な景観形成の誘導を図るエリアとして設定します。 

 ※景観地区に設定した区域が景観計画区域から除かれるものではありません。 

 

２）景観地区の規制と手続き 
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（６）（仮称）福山城周辺景観地区の制限 

 

 

 

 

（仮称）福山城周辺景観地区には，建築物及び工作物の高さ及び形態意匠の制限を設けます。 

 

１）建築物の制限 

高さ・壁面の位置等の制限 

・内エリアは高さ２３ｍ以下とする。 

・外エリアは高さ３１ｍ以下とする。 

・壁面の位置等の制限は設けない。 

 

形態意匠の制限 

行為の種類 認定の対象となる規模 

建築物の新築，

増築，改築又は

移転 

高さが１３ｍを超え，又は建築面積が１，０００㎡を超えるもの（増築し，

又は改築しようとする場合においては，その増築後又は改築後の高さ又は建

築面積がそれぞれ当該規模となる場合を含む。）。ただし，増築し，又は改築

しようとする場合で，その増築又は改築に係る部分の高さが１３ｍ以下で，

かつ，床面積の合計が１０㎡以内であるものを除く。 

建築物の修繕等 

高さが１３ｍを超え，又は建築面積が１，０００㎡を超える建築物で，外観を

変更することとなる部分の垂直投影面積の合計又は水平投影面積の合計がそ

れぞれ１０㎡を超えるもの 

認定基準 

基本的遵守

事項 

１．地域の個性及び特性を尊重しながら，形態・意匠，色彩，素材等の工夫により周辺

の景観との調和を図るとともに，統一性に配慮するなど魅力ある景観の形成を図る。 

２．行為に当たっては，カラー合成図面で分析するなど，周辺の景観に与える影響が視

覚的に分かる方法により検証を行う。  

形態・意匠 

１．建築物の用途や用途地域等の土地利用を勘案し，周辺の景観に調和する形態・

意匠とする。 

２．周辺に圧迫感を与えない形態・意匠とする。 

色 彩 

１．建築物の用途や用途地域等の土地利用を勘案し，周辺の景観に調和する色彩とする。 

２．基調となる色彩は，日本工業規格の色名（ＪＩＳ Ｚ ８１０２）に定める「有彩

色の明度及び彩度の相互関係」に従い，落ち着きのある色調，無彩色又は素材色を

用いるものとし，彩度の高い色は使用しないものとする。ただし，周囲との調和が

図られる場合は，明るい色調の使用は差し支えないものとする。 

素 材 

地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮するとともに，外壁等の材質は，

耐久性に優れ，維持管理の容易なものとする。 

建築設備等 建築物の壁面設備及び屋上設備は，当該建築物との一体性が図られるものとする。 

その他 

敷地内に複数の建築物，工作物及び屋外駐車場等を設ける場合は，施設間の調和及

び周辺の景観との調和を図る。 

 

 

 

２）工作物の制限 

高さ・壁面の位置等の制限 

・内エリアは高さ２３ｍ以下とする。 

・外エリアは高さ３１ｍ以下とする。 

・壁面の位置等の制限は設けない。 
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      第３章 景観づくりに向けた取組 

 

 

形態意匠の制限 

行為の種類 認定の対象となる規模 

(ア)架空に設置する電気供給

のための電線路その他の

線状の工作物（これらの

支持物を含む。以下「架

空電線路等」という。）の

建設等 

架空電線路等の直下の地盤面からの高さが２０ｍを超えるもの

（増築し，又は改築しようとする場合においては，その増築後又

は改築後の高さが当該規模となる場合を含む。）。ただし，外観を

変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以下

「修繕等」という。）にあっては，外観を変更することとなる部

分の垂直投影面積の合計が１０㎡を超えるもの 

(イ)擁壁その他これに類する

もの（以下「擁壁等」と

いう。）の建設等 

鉛直方向の長さが５ｍを超えるもの（増築し，又は改築しようと

する場合においては，その増築後又は改築後の長さが当該規模と

なる場合を含む。）。ただし，修繕等にあっては，外観を変更する

こととなる部分の垂直投影面積の合計が１０㎡を超えるもの 

(ウ)架空電線路等，擁壁等及

び屋外広告物

※

以外の工

作物の新設，増築，改築

又は移転 

高さが１３ｍを超え（建築物に設ける工作物にあっては，地盤面

から当該工作物の上端までの高さが１３ｍを超え），又は築造面

積が１，０００㎡を超えるもの（増築し，又は改築しようとする

場合においては，その増築後又は改築後の高さ又は築造面積がそ

れぞれ当該規模となる場合を含む。）。ただし，増築し，又は改築

しようとする場合で，その増築又は改築に係る部分の高さが１３

ｍ以下で，かつ，築造面積の合計が１０㎡以内であるものを除く。 

(エ)架空電線路等，擁壁等及

び屋外広告物以外の工作

物の修繕等 

高さが１３ｍを超え，又は築造面積が１，０００㎡を超える工作

物（建築物に設けられた工作物にあっては，地盤面から当該工作

物の上端までの高さが１３ｍを超えるものを含む。）で，外観を変

更することとなる部分の垂直投影面積の合計又は水平投影面積の

合計がそれぞれ１０㎡を超えるもの 

認定基準 

基本的遵守

事項 

１．地域の個性及び特性を尊重しながら，形態・意匠，色彩，素材等の工夫により周辺

の景観との調和を図るとともに，統一性に配慮するなど魅力ある景観の形成を図る。 

２．行為に当たっては，カラー合成図面で分析するなど，周辺の景観に与える影響が視

覚的に分かる方法により検証を行う。  

形態・意匠 

１．工作物の用途や用途地域等の土地利用を勘案し，周辺の景観に調和する形態・

意匠とする。 

２．周辺に圧迫感を与えない形態・意匠とする。 

３．架空に設置する電気供給のための電線路その他の線状の工作物（これらの支

持物を含む。）の建設等を行う場合，架空電線路等の本数は，必要最低限とす

る。 

４．擁壁その他これに類するものの建設等を行う場合，敷地や隣接する道路等の

状況を勘案し，勾配や色彩・素材等について周辺の景観に調和する形態・意

匠とする。 

色 彩 

１．工作物の用途や用途地域等の土地利用を勘案し，周辺の景観に調和する色彩とする。 

２．基調となる色彩は，日本工業規格の色名（ＪＩＳ Ｚ ８１０２）に定める「有彩

色の明度及び彩度の相互関係」に従い，落ち着きのある色調，無彩色又は素材色を

用いるものとし，彩度の高い色は使用しないものとする。ただし，周囲との調和が

図られる場合は，明るい色調の使用は差し支えないものとする。 

素 材 

地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮するとともに，外装の材質は，耐

久性に優れ，維持管理の容易なものとする。 

設備等 工作物に附属する設備は，当該工作物との一体性が図られるものとする。 

その他 

敷地内に複数の建築物，工作物及び屋外駐車場等を設ける場合は，施設間の調和及

び周辺の景観との調和を図る。 
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      第３章 景観づくりに向けた取組 

 

 

※屋外広告物について 

工作物のうち，屋外広告物法で定められた屋外広告物の制限は，この景観計画の工作物の

制限における「高さの制限」及び「形態意匠の制限」に即したものとする。 

「高さの制限」については，地表から広告物の上端までの高さを，内エリアにあっては２

３ｍ以下，外エリアにあっては３１ｍ以下に制限し，「形態意匠の制限」については，公衆に

表示し，広く情報などを伝達することを目的としている屋外広告物の特性を十分に踏まえ，

福山城周辺景観地区の取組と整合が図られたものとなるよう，福山市屋外広告物条例の許可

基準を定め制限する。 
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１ 福山市景観計画検討懇談会 

２ 市民アンケート調査の概要 
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１ 福山市景観計画検討懇談会 

委員名簿 

敬称略・５０音順 

 所 属 役職等 名 前 備 考 

１ 広島県建築士会福山支部 支部長 荒川 泰生  

２ 広島県東部農林水産事務所 所 長 石田 良二  

３ 広島県東部建設事務所 所 長 上田 隆博  

４ 福山市議会建設水道委員会 委員長 大田 祐介 （木村 秀樹） 

５ 福山市自治会連合会 常任理事 柿木 敏秀  

６ 福山市文化財保護審議会 副会長 鎌田 輝男  

７ 広島弁護士会福山地区会 弁護士 上村 大介  

８ 広島県環境県民局環境保全課 課 長 河村 敏成  

９ 広島県土木建設局都市計画課 課 長 菅島 章文  

１０ 福山市商店街振興組合連合会 理事長 髙田 健司  

１１ 福山市農業委員会 会長職務代理者 谷本 耕造  

１２ 

国土交通省中国地方整備局 

福山河川国道事務所 

副所長 畑中 稔  

１３ 福山市女性連絡協議会 副会長 藤井 智恵子  

１４ 福山商工会議所 副会頭 藤井 基博  

１５ 

公益社団法人  

福山観光コンベンション協会 

専務理事 松浦 良彦  

１６ 

福山市立大学 

都市経営学部都市経営学科 

准教授 八幡 浩二 座長職務代理 

１７ 福山大学工学部建築学科 教 授 宮地 功 座長 

２０１８年（平成３０年）１０月２９日現在 

※ 備考欄の（ ）内は前任者 
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福山市景観計画検討懇談会設置要綱 

 （目的） 

第１条 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条に規定する景観計画を策定及び改

定するに当たり、良好な景観について広く市民の意見を求めるため、福山市景観計画

検討懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 懇談会の委員は、次に掲げる事項について、市長に意見を述べるものとする。 

(１) 現在及び将来にわたる良好な景観の整備及び保全並びに形成に関する事項 

(２) 新たに創出する良好な景観の形成に関する事項 

(３) 前２号の景観が調和した景観を形成するために必要な事項 

(４) 良好な景観を形成するために必要な施策に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、景観計画の策定に関し市長が必要と認める事項 

 （懇談会） 

第３条 懇談会の委員は、２０人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者で構成する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 前号に掲げる者のほか、懇談会の目的を達成する上で市長が特に必要と認める者 

３ 懇談会は、市長が招集する。 

４ 市長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （座長） 

第５条 懇談会には、座長を置くものとし、委員のうちから市長が指名する。 

２ 座長は、懇談会の進行を行う。 

３ 座長に事故があるときは、あらかじめ市長が指名する委員がその職務を代理する。 

 （事務局） 

第６条 懇談会の事務を処理するため、事務局を福山市建設局都市部都市計画課に置く。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めのない事項について必要が生じた場合は、その都度、市長が別

に定めるものとする。 

 附 則 

 この要綱は、２００９年（平成２１年）１月１４日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、２０１８年（平成３０年）５月２１日から施行する。 
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懇談会の経過 

 

第１回懇談会 

日程 ２００９年（平成２１年）２月１３日（金） 

場所 本庁舎９階９０会議室 

内容 

○ 福山市景観計画策定について 

○ 市民アンケート調査について 

 

第２回懇談会 

日程 ２００９年（平成２１年）３月２６日（木） 

場所 本庁舎６階６０会議室 

内容 

○ 第１回懇談会での意見 

○ アンケート調査の状況について 

○ 景観形成の目標と方針について 

 

第３回懇談会 

日程 ２００９年（平成２１年）８月１０日（月） 

場所 本庁舎６階６０会議室 

内容 

○ これまでの経緯と今後の取組 

○ アンケート調査の結果 

○ 福山市の景観特性（再整理） 

 

第４回懇談会 

日程 ２０１０年（平成２２年）１月２９日（金） 

場所 本庁舎６階６０会議室 

内容 

○ 第３回懇談会での意見 

○ 福山市景観計画（素案）について 

 

第５回懇談会 

日程 ２０１０年（平成２２年）３月２９日（月） 

場所 本庁舎６階６０会議室 

内容 

○ 第４回懇談会での意見 

○ 福山市景観計画（素案）について 

  地域別の景観づくりの方針について 

  景観づくりに向けた取組について 

 

第６回懇談会 

日程 ２０１１年（平成２３年）２月４日（金） 

場所 本庁舎３階大会議室 

内容 

○ 福山市景観計画（案）について 

  福山市景観計画（素案）に対する意見募集の結果について 

  景観づくりに向けた今後の取組について 
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第７回懇談会 

日程 ２０１８年（平成３０年）８月２８日（火） 

場所 本庁舎３階小会議室 

内容 ○ 福山城周辺の建築物等に係る高さ制限について 

 

第８回懇談会 

日程 ２０１８年（平成３０年）１０月２９日（月） 

場所 まなびの館ローズコム４階小会議室３ 

内容 ○ 景観計画部分改定の素案について 

 

第９回懇談会 

日程 年（平成  年） 月  日（ ） 

場所  

内容  
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２ 市民アンケート調査の概要 

・アンケート調査結果 

 

  

87 

・２，３，４の設問と結果の詳細 

第

１

章

第

２

章

第

３

章

は

じ

め

に

福

山

市

景

観

計

画

資

料

編

資

料

編

２ 高さ制限の範囲 



         福山市景観計画 ～笑顔あふれる景観まちづくり～ 

      資料編 

 

 

 

 

88 

４ 天守が一番美しいと思う方向 

３ 建築物等の高さの制限 

第

１

章

第

２

章

第

３

章

は

じ

め

に

福

山

市

景

観

計

画

資

料

編

資

料

編



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 福山市建設局都市部都市計画課 

 〒720-8501 広島県福山市東桜町 3 番 5号 
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